
学生納付特例事務法人指定申出書の手続

大
学

日
本
年
金
機
構

学生納付特例事務法人指定申出書の手続の概要

学生納付特例
事務法人
指定申出書

本部

指定通知書
① 学生納付特例事務法人指定申出書に、以下2点の
書類を添えて提出します。
・ 登記簿謄本又は登記事項証明書（法人の名称、

所在地及び設立形態を明らかにすることができる書類）
・ 学生納付特例の申請に関する事務取扱規定

（学生納付特例事務法人指定申出書及び事務取扱規定（例）
は、日本年金機構のホームページからダウンロードすること
ができます。）

② 地方厚生（支）局に回付し、
代行事務を行う法人として、指定
の決定を受けます。

③通知書の送付

別添２



代行事務 取扱件数の報告及び手数料の支払い
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学生納付特例事務法人指定後の代行事務の概要

④通知書の送付

① 提出

② 別添の学生納付特例申請書の申請者欄、A基本情
報欄、B申請内容欄に記載漏れがないか、申請者が学
生であるかを確認し、大学の受付印を押印します。
複写になっている本人控えは、受付印を押印した上

で、学生に交付します。

③ 提出（※料金受取人払の封
筒を事前にお渡しします）

事務センター

承認

または却下
通知書

取扱件数
報告書

① 毎月の代行事務件数
をとりまとめて、翌月に
報告します。

本部
② 手数料の支払い
（年に1回）


